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食品、添加物等の夏期一斉取締り実施中！ 
（実施期間：令和 4年 7月 1日（金）から 7月 29日（金）まで） 

夏期は気温の上昇等に伴い、食中毒等食品による事故が多発します。保健所では、

市民の食の安全・安心を推進するため、市内の食品関係事業者に食品の衛生的な取

扱いや添加物の適正使用等について監視指導及び食品の検査を実施します。 

※肉や内臓の生食は「危険」です 
牛・豚・鶏・ジビエ（シカ・イノシシ等）の肉や内臓には、寄生虫、ウイルス、食中毒

菌等が付着している可能性があります。このため、肉や内臓の生食は、食中毒を起

こす「危険」があります。加熱不十分な食肉も食中毒の「危険」があります。 

☆カンピロバクターによる食中毒の予防ポイント☆ 
①食肉を生食用として提供・販売しない 

②肉類は中心部まで十分に（75℃で 1分以上）加熱調理をする 

③生肉等を取り扱う調理器具専用のものを使用し、洗浄・消毒を徹底する 

④適切な手洗いを行う 

※生鮮魚介類に寄生したアニサキスによる食中毒 
アニサキスが寄生している魚介類を食べると、そのアニサキスがヒトの胃壁や腸壁に侵

入することがあり、食中毒の症状（腹痛、吐き気、嘔吐等）を引き起こします。 

アニサキスが寄生している魚介類：サバ、アジ、イワシ、イカ、サンマ、カツオ等 

☆アニサキスによる食中毒の予防ポイント☆ 
①鮮度を徹底！（新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除いてください。） 

②目視で確認！（目視確認して、アニサキス幼虫を除去してください。） 

③冷凍（-２０℃で２４時間以上）又は加熱（７０℃以上または６０℃ １分）が有効！  
※一般的な料理で使う食酢での処理、塩漬け、しょうゆやわさびではアニサキス幼虫は死滅しません！ 

☆HACCPに沿った衛生管理は義

務化されています！ 
☆食品表示のチェック☆ 

①衛生管理計画を作成し、従業員に周
知徹底を図る 
②手順書を必要に応じて作成する 
③衛生管理の実施状況を記録し、保存
する 
④衛生管理計画の効果を定期的に検証
し、必要に応じて内容を見直す 

①期限表示を間違えない 
消費期限・賞味期限は複数人で確認しまし
ょう。期限切れの商品を販売しないよう注
意しましょう。 
②アレルギー表示の徹底 
原材料だけでなく製造工程についても確
認し、適切な表示を行いましょう。 

＜お問い合わせ先＞ 

大津市保健所 衛生課 食品指導係 
電話：０７７-５２２-８427  ＦＡＸ ：077-522-7373  

e-mail:otsu1441@city.otsu.lg.jp 

 


